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○栗原   

それでは、財団法人土地総合研究所の設立5周年記念シンポジウム「21世紀の土地問  

題を考える」というテーマでパネルディスカッションを始めさせていただきます。   

最初に、このパネルディスカッションの趣旨をご説明いたします。日本の土地市場を中  

長期的に展望いたしますと、人口動態、特に少子化や高齢化、あるいは先ほど竹内宏先生  

のお話にございましたように、産業構造の国際的なアウトソーシングが進んでいるという  

ような変化、あるいは情報化といったような流れは、マクロ的な土地の需給構造を緩和さ  

せて、かつてのように地価の高騰が一種の社会問題になるというような可能性は、これま  

でよりも少なくなると考えられます。   

こうした中で去年の11月に土地政策審議会の答申が出され、今年の2月には、それを  

受けて新総合土地政策推進要綱が策定されました。この新要綱の中で柱になっている考え  

方の一つが、いままで進めてきた地価抑制から土地の有効利用へという、ある意味での政  

策の基本的なスタンスが変わったことが書かれているわけです。いわゆる土地政策の非常  

に大きな転換と思える変化が新要綱の中で盛られております。   

ですから、ある意味でこれからの土地の問題を考えなければいけない時期になってきて  

おりますし、今年の土地白書を読みますと、土地の価格がいまより高くなっていいのか、  

あるいは高くなっては困るのかについてのアンケートの中で、今まセのように単純に土地  

の値段を安くしてくれというのではなくて、安くては困るというような意見を、個人も、  

企業も、一定割合の人たちが答えているわけです。そういう中で土地の問題をいままでと  

は違った目で考えなければいけない時にきているわけですけれども、また、これとは別に  

規制緩和という大きな流れがございますし、それから、要綱の中で言われている都心居住  

の問題があります。さらには、東西の冷戦がなくなって以来、東西の流ればかりではなく  

て、世界的に一つの市場の中で大競争時代が始まっているわけです。そういった中でグロ  

ーバリゼー ションという角度で土地市場を考えなくてはいけなくなっております。   

例えば、国鉄清算事業団の入札に香港の資本が参入して、実際に土地を購入したように、  

アジア資本も日本の土地に関心を持ってきているわけです。こうした中で、これから議論  

をしていただく上で幾つかのキーワードが出てくると思いますので、そういったキーワー  

ドを中心に21世紀に向けての土地問題を論じさせていただきたいと思います。   
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まず最初のテーマは、新総合土地政策推進要綱の  

中でも強調されております有効利用について考えて  

みたいと思います。要綱の中では、土地の有効利用  

とは、一定の地域的な広がりの中で、適正かつ合理  

的な土地利用計画に即して安全性、快適性、利便性  

などが確保された質の高い都市環境、地域環境の形  

成を目指すものという定義がなされているわけです  

けれども、これだけでは余りよくわかりませんので、  

土地の有効利用というのはそもそも何なのか、ある  

いは有効利用によって何を実現すべきと考えるのか。  

出席していただいている各界の権威でございますパ  

ネリストの皆様のご意見を伺いたいと思います。   

順序でございますけれども、産学官の順でお話を何いたいと思います。   

まず、土地の利用に直接携わっておられます業界を代表いたしまして、田中理事長に口  

火を切っていただきたいと思います。田中理事長には、デベロッパーから見た有効利用に  

ついて、何を追求、実現をしておられるのかなどについてお話をお願いします。  

0田中   

土地の有効利用の意義と言いますと、質の高い豊かな国民生活を実現するための効率的、  

合理的な利用であろうと思います。首都圏を例にとりますと、首都圏の人口は昭和 30 年  

代は年間60万人増えました。10年で 600万人増えたことになります。昭和30年から60  

年の 30年間では年平均で約 50万人増えましたから1，500万人増えた。いまや1都3県  

に全国の4分の1、 3，200 万人が国土の 3．6％の面積に住むという状態です。都市住民  

と言いますと全人口の半分がもうすでに都市住民でして、6，000 万人が全国の1割の面積  

の3大都市圏に住んでいるということであります。この枠組みというものが大前提となり  

ます。人口が減り始めたとかなんとかいろいろ言っていますが、そんな簡単に10 年、20  

年で減るものではないと私は思います。そういう現実というものを踏まえる必要があると  

思います。   

この首都圏でいえば、3，200 万人、1，200 万世帯という人々がリーズナブルな価格で建  

設省の言っておられる誘導居住水準一一共同住宅では27坪、戸建て住宅では37坪の家を  

確保し得るのかどうなのかということ。そして、豊かさを実感できる質の高い住宅、ある  

いは各人のライフサイクルや、ライフスタイルに合った住宅が自由に取得できるような状  

況になっているかどうか、これが大都市圏の住宅問題の原点として考えるべきことだと思  

っております。   

現状は、誘導居住水準に達している世帯は3分の1しかないのです。これに対して宅地  

の供給は遅々として進まない。耕作放棄農地の面積はどんどん増えているのに、調整区域  

の宅地転換は全然進まない 。東京都区部では平均で約 250％の指定容積率があるにもかか   
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わらず、実際には使いきるのは半分にも満たない。平均階数は3階にもならない。日本に  

来る外国人に言わせると、東京の空はどうしてこんなに空いているんだ、何で上空を使わ  

ないんだと盛んにみんなおっしやいます。東京圏という1都3県でいいますと、可住地の  

ヘクタール当たりの人口というのは43人なんです。シンガポールと全く同じなんですが、  

都市としての美しさ、練の多さ、1戸1戸の住宅の広さ、どれをとっても、はるかにシン  

ガポールが上です。有効利用の違いでこんなに違ってしまうのかというようにしか感じら  

れないわけでありまして、いかに 3，200 万人が今後限られた土地を有効に利用するかと  

いうことが有効利用の一番大事なポイントではないかというふうに思っています。   

特にデベロッパーとしましては、良質、かつ低廉な住宅の供給、あるいは都心居住の推  

進といった、先ほど申し上げたような多様な価値観に対応した居住環境の提供というもの  

を目指したいわけですけれども、これを妨げている阻害要因もまた、はなはだ多いわけで  

す。これは良いオフィス空間の提供や、様々な都市間題を抱えている機能の再生について  

も同様なことが言えると思います。   

今般、政府の土地政策の目標を地価抑制から土地の  

有効利用へ大転換したわけで、今年新しく閣議決定さ  

れました新総合土地政策推進要綱に基づく施策を早急  

に具体化して実施に移す必要があると思います。   

土地の有効利用を図り、土地取引を活性化するため  

には、その阻害要因の除去が大事です。これには二つ  

あります。一つは、土地取引、利用、建築等に関する  

規制の緩和を一層推進することで、もうひとつは、未  

だに地価抑制を目標としている、かつての異常な地価  

高騰を前提とした土地税制が現在そのまま残っている  

ということです。土地政策の転換に合わせて、土地の流動化、有効利用を図るべく土地税  

制を抜本的に見直していく必要があると思います。   

税制について言いますと、まず土地の保有に関わる税です。都心の商業地における土地  

保有税全体の実効負担率は 0．4％ぐらいが適正とされておりますが、いまは2倍以上の  

1％にも達しております。こういう過重な保有税負担は、すでに土地を持っている人ばか  

りではなくて、新しく土地を取得して事業をしようとする人に対しての相当の投資効率を  

低下させているということで、明らかに土地の新規需要を減殺する要因になっております。   

特に、地価税が土地の有効利用についても妨げになっています。かつて土地の有利性縮  

減という政策目標を掲げてできた政策税制でありますが、すでに有効利用している土地へ  

の課税がほとんどでありまして、100％有効に使っている土地にかかっています。さらに  

固定資産税との二重課税といったような矛盾も抱えて、土地政策転換の象徴としても地価  

税は今年中に廃止を決めてもらいたいと思っております。   

さらに、土地の譲渡という流通に関しても殊更重い負担を課しているわけでして、いま  

土地を譲渡した時に、よほど古く持っている人は利益が出るかもしれないけれども、恐ら   
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く損する人はかなり多いのではないか。利益が出れば、それに対して普通の税金をかける  

のはあたりまえでありますけれども、重課を課するという、さらに上に重ねて重課を課す  

るという時代ではもうないのではないか、これが土地の流動化を妨げているのではないか  

と思うわけです。   

そのほかにも土地の流動化、有効利用を妨げている税制はまだ幾つかあるわけですけれ  

ども、こういうものについて全般的に見直して、正常な税制体系に戻してもらいたいとい  

うことを、まず申し上げたいと思います。  

0栗原   

どうもありがとうございました。   

田中理事長のいまのご説明は、首都圏のライフスタイルに応じた住宅が取得できること、  

あるいは多様な価値観を目指しての住宅提供ということで、有効利用のお話を詰められま  

して、そのために土地取引などの規制だとか、地価抑制的に働いている土地税制の改革が  

必要だというお話だったかと思います。   

それでは、次に黒川先生から、経済学的に見た土地の有効利用の意味、あるいは地域経  

済や国民経済との関係についてお話をしていただきたいと思います。  

○黒川   

今お話がありましたように、土地の問題というのは、住宅との対で議論されるケースと、  

事業を進めていく上での生産要素として議論されるケースと二つあるわけです。   

住宅について見ると、わが国のGN Pは 500億兆円弱ですけれども、そのうちの25兆  

が住宅投資です。景気が悪くなりますと、政府は住宅投資を刺激することで景気対策をす  

ることができるわけです。例えば、2，500万円の住宅を10万戸余計作ることができたら  

GNPの 0．5％成長させることができるというふうに簡単に計算できるわけですから 、そ  

うすると、住宅金融公庫にあと10 万戸貸し出しを増やさせようというので、本当に建て  

られるかどうかは別にして、政策的にイージー に使いやすいということで、戦後ずっと住  

宅問題についてはいつも貧しい環境にあるものですから、住宅政策が経済政策の非常に重  

要な部分に使われてきました。それが今後も使えるかというとだんだん難しくなってきた  

ということが一つあります。   

それは日本経済の全体の中に占める住宅のウエートというのは非常に大きいんだけれど  

も、年間145 万戸ずつぐらいの住宅をあと何年続けていくんだろうかとか、世帯数の関  

係であと何万戸ぐらい家があるといいのかという住宅のストックと、新たに作られてくる  

住宅と、毎年建替えられる数がどれぐらいあれば一番いいのか。それから、セカンドハウ  

スまで考慮に入れると、どの辺まで数を増やすことができるんだろうかという議論があり  

ます。あと15年ぐらいでわが国のストックは飽和状態になるのではないかと予想されま  

すから、更新投資でいままでの住宅を改善していくという点については、今後もかなり大  

きいウエートで住宅産業は意味を持っと思いますけれども、これが拡大するかどうかとい   
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うことになると質の問題とのかかわりだけであって、量的な拡大はだんだん難しくなって  

きていると思います。   

もう一つの問題としては土地の問題があります。これは平成3、4年に、想像できなか  

ったようなバブルの崩壊というものを経験しました。この経験が私たちの土地に対する意  

識をどういうふうに変えさせたかという極めて重要な問題があります。われわれが土地を  

保有することに関する意味をかつてと全く違って、どちらかというと、土地を持っている  

だけで利益を得られるというような感覚を国民がすべて失ってしまったとすると、先ほど  

講演の中にありましたように、日本人がどちらかというと、土地保有に対する意識よりは  

利用だけの意識に変わっていくとすると、ロンドン型の都市型の土地価格に変わっていく  

かもしれません。こういうふうになっていくと、いまの地価の水準の5分1ぐらいまで下  

げてもおかしくないということになってしまうのです。   

それから、保有していることの意味を考えるということになりますと、今わが国では、  

汐留でもあるいは赤坂でも韓国系の資本が入ってきたり、シンガポール系の資本が入って  

きたり、アジア系の資本が入ってきて、久しくなかった土地購入というのがアジア系の資  

本で増えてきたりしています。けれども、中をよく見てみると、買われてテナントビルを  

建てるというところまでであって、その中でどんな  

事業をするというところまで計画を立てられている  

ケースはほとんどないわけです。   

それでも、かつては全然そういう動きがなかった  

のが増えてきたということは、あるグループの人、  

資金を持っている人からすると、ある程度採算がと  

れるような場所が出てきたということになると思い  

ます。そういう意味では、経済は少し回復基調にな  

ってきたというふうに思えるわけですけれども、た  

だ、かつてのように右肩上がりの傾向である時は、  

収益率が相対的に低くても、将来のことを考えたら  

投資をすることが可能だったわけですけれども、現  

在は含み資産のほうを期待することができない形で収益性を計算しようとしますと、どち  

らかというと、かつてよりも収益率が高い状態でないと自信を持って投資できないという  

ことになってしまいます。   

そのことからいうと、買うことが可能になる条件はだんだん整ってきていると思います  

けれども、本格的にわが国の土地に新しい需要が生まれて、そこで事業展開をしながら、  

土地をベースに大きく動き始めるためには、今の土地水準だと事業をやった人に収益が上  

がらない状態です。ですから、首都圏全体の土地の遊休地が有効活用できるような水準ま  

でいこうとすると、土地を持っている人のレントを下げていただいて、今の事業水準のレ  

ベルで収益を上げなければいけないわけですから、私の計算では、今よりまだ 25％ぐら  

い土地の値段が下がってこないと難しいという感覚になる。これは昭和 53、54年のレベ   
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ルなんじやないかというふうに思います。   

ある時期まで、昭和 58、59年のレベルまで下がってくれば、GNPの成長と同じ程度  

になるので、かつてと同じ水準になるというふうに言われていましたけれども、昭和 58  

年のレベルのGNPの水準になっていって、それと投資と重なるというよりは、将来人口  

は増えないことはわかっていますし、成長経済でないということが予想されると、その時  

の収益感覚は厳しいので、土地を持っている人のレントをもう少し下げていただいて、事  

業をやる人にとっての利便が高まってこないと事業は拡大しないのではないかと思います。   

結局、土地を持っている人が持ってし 

価値を得て利益を得る人の間の分配状況を変えるというところにあるわけです。魅力的な  

事業展開をする。つまりテナントビルを建てたというだけではなくて、建てたことの意味  

とか、そこの空間がすごく付加価値が高い状態を作ってくれて、そのことが非常に大きい  

意味になっていって、中で行われる事業の価値も高くなった状態のところで初めて評価さ  

れなければいけないわけですけれども、その事業の中身のほうのウエートにシフトしてい  

かないと、今のままでは事業が進まない。今のままだと、地価の水準はしかるべき水準に  

まではまだ下がっていないのではないかと認識しています。   

そこで問題はただ一点、地価の水準が下がって事業の量が増えてきて、そのプロセス、  

その勢いで不良債権を処理していくようなシステムにもっていくのがいいのか。不良債権  

の処理をできるだけ早くやっていって、その結果、地価は下げないようにして、あるいは  

株価を上げるようにして、含み資産その他を確保しながら、つまり企業の安定化を先に図  

っておいて、事業展開を後でゆっく りやるのがいいかというふたっの道が今私たちの前に  

あります。思い切ってもう少し地価を下げて、ヨーロッパの都市並みの水準、あるいはマ  

ンハッタン水準でいいと思いますが、その辺のところまで下げていって、つまり事業のほ  

うにレントが回されるような形になっていって、早く事業活動が、みんなが勇気をもって  

仕事をやるような形になっていって、不良債権の処理を長期にわたって処理したほうがい  

いのではないかと私自身はずっと思っているのですが、世の中の動きはどうもそうじやな  

いようで、先に金融のビッグバンその他様々なことが起こってくるために、かつてのよう  

なというか、インフレ調整型の経済で何とかこの壁を超えようとしているわけです。   

私は、デフレ調整型の感覚で実質的な豊かさを確保するような形で、その部分で地価を  

下げるということで動いたほうがいいのではないかと思っている立場にいます。ここは非  

常に微妙なところで、どういう判断をするかということになると思います。  

0栗原   

黒川先生には、きょうお集まりの皆様が非常に関心を持たれるような二つの相対する不  

良資産の解決の方法などを示していただいたわけでございますけれども、もし時間がござ  

いましたら、これについても、私のほうからもう一回質問させていただきたいと思います。   

それでは、次に、大西先生から、土地利用計画における有効利用の意義、あるいは計画  

といった観点から見たあり方についてお話をいただきたいと思います。   
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○大西   

現在の土地政策に対して、地価対策から有効利用へというようなとらえ方をする、そう  

いう見出しをつける例がよくあるわけですが、私はその見出しにはあまり賛成しません。   

一つは、地価対策は、恐らく日本ではいろんな意味で必要だろうと思っています。もち  

ろん、地価が下がっている今の局面で強い地価対策が必要かどうか疑問があるわけですが、  

しかし、将来地価が高騰した際にそれを抑制していく制度は、まだ温存しておく必要があ  

ると思っているわけです。このことは今日は余り触れませんが、後段の方の有効利用につ  

いても、単純な有効利用というとらえ方には賛成していません。   

政府の新総合土地政策推進要綱が策定される前に、その下敷きになる土地政策審議会の  

答申が昨年の11月に出ています。審議会の答申があって、それを受けて政府が政策を決  

めるというパターンですが、その二つをよく比較してみてみると、有効利用について少し  

ニュアンスが違うところがあるのではないか、このニュアンスの違いは、議論として非常  

に大きな問題を含んでいると私は思っています。   

ニュアンスの違いというのは何かということですが、土地政策審議会の答申では、有効  

利用という言葉について議論しているわけです。有効利用というのは二つの立場があると  

いうふうに整理しているわけです。   

一つは、経済効率的な利用を指す。つまり与えられた容積なら容積を目一杯使う、高さ  

を目一杯使うという最大限に高度利用を追求する方向での利用です。   

もう一つが社会効果的利用と言っているのですが、オープンスペースなど利用度の面か  

らは低密度であっても、地域全体の土地利用計画に従って、社会的観点から総合的に効果  

的と判断されるような土地利用と解説されています。例えば、その場所が公園を作るのに  

適当であれば公園を作る。あるいは良い景色が見られるということで景観上高さを低く押  

さえて景色をみんなで楽しむというのが良ければ、そういった規制が行われる。あるいは  

そういうまちなみができるというふうに、社会全体から見て、その土地の使い方の一番ふ  

さわしい使い方をしていく。それを実現することが有  

効利用だと述べている。それは経済原則からいって必  

ずしも一番利益が上がる方法ではないかもしれないけ  

れども、社会全体から見れば、場合によっては低度の  

利用をすることが利益があることもあるのだという社  

会効果的利用と二つがある。   

この審議会の答申では、むしろ社会効果的利用－一  

後者のほうが大事だというふうに締めくくっているわ  

けです。私はこれは非常に優れた認識を示していると  

思っているわけです。   

それが新土地政策推進要綱になると、前者の経済効  

率的利用が少し強調されてくるんですね。しかも、そ  

の後に建設省が新しい都市計画制度の改正を行ったわ  
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けですが、そこでは高層マンションーー600％の容積を持つマンションができる 、そうい  

う地区を指定するという制度に法改正を行ったわけですが、そこに至ると、もっと有効利  

用の中の経済効率的利用という側面が強調されてきているのではないか。   

黒川先生は、現在の土地に関する認識の中で、土地住宅問題、特に住宅について量より  

質の時代というふうにおっしやったわけですが、私も同じ認識を持っておりまして、これ  

からは土地と住宅で形成される都市空間、質を高めていくということが量の追求よりもよ  

り重要になってくるだろう。そうすると、有効利用という場合にできるだけ容積を目一杯、  

あるいは高い容積を制度上与えて、そこを住宅で埋めていくということで、戸数を増やし  

ていくという方向ではなくて、むしろ、それぞれの場所がどういうふうに使われると社会  

的に見て一番いい環境なのかということをみんなで考えて、それを実現していくというよ  

うな観点からの利用の仕方というのが必要になってくるのではないか。   

では、何がそういう意味での有効利用かということが問われるわけですが、実は、世の  

中、あるいは世界の都市を見ると、土地の使い方というのが実に様々なわけです。駅前と  

いうと、日本では高層ビルが建っている場所だ、あるいは高層オフィスビルが建つ場所だ  

という認識を持ちがちですが、今度倉敷にチポリ公園というのができますけれども、コペ  

ンハー ゲンの駅の真ん前にあの公園があるわけです。ですから、コペンハーゲンは駅の真  

ん前が大きな公園になっているのです。そういうところもあるかと思えば、ハンブルグに  

行くと、一番中心は湖なんです。湖の周りに低層というより中層ぐらいの建物が並んでい  

る。ホテルがあり、あるいは住宅がある。そこは環境的にも非常に落ち着いたまちなみを  

作っているわけです。   

ですから、都市の中である場所が何に使われたら一番いいのか、あるいは現在使われて  

いる使い方を守っていくと、それが財産になるというような発想で考えていくと、まちづ  

く りというのはどうやったら一番儲かるか、地主さんがどうやったら一番儲かるかという  

こととは少し違う角度から、いろいろな計画ができ上がっていくのではないかと思います。   

これからは参加の時代と言われておりますから、何が一番効果的な利用かというのを決  

めるのは、われわれのような研究者でももちろんなければ、中央官庁でもない。むしろ地  

域の中でそこに住んでいる人とか、あるいはそこを利用する人が集まって、意見は対立し  

ているかもしれないけれども、何か合意を決めていかなければいけない。「コミュニティ・  

ペースト・デベロップメント」という言葉がありますが、地域社会に基礎を置いた意思決  

定をして、その計画を地域で実現していく。それが普段使っている人にとって一番使い勝  

手のいい、あるいは望んだ開発が行われるということに結果としてなるわけですから、地  

域社会の満足が高まるのではないか。私はそういう方向で土地の社会効果的利用というの  

を進めていくのが必要なのではないかというふうに思っています。  

○栗原   

どうもありがとうございました。大変おもしろいご意見をいただきまして、これはまた  

後で議論させていただきたいと思います。   
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次に、大西先生の中にも出てまいりました土地政策審議会の事務局をご担当なさいまし  

た窪田局長に、そのいきさつと、土地の有効利用についてのお考えをお話しいただきたい  

と思います。  

0窪田   

土地の有効利用の定義については、栗原先生から冒頭お話があり、先ほど大西先生から  

答申の中の文章を引用していただいたとおりでして、土地政策審議会の論議の過程におき  

ましては、土地の有効利用というのはどういうものであるかということをかなり熱心に討  

議をしまして、経済効率的利用だけではなくて、地域ぐるみでの社会効果的利用というも  

のが必要だということで答申の中身になったわけでございます。   

これを受けて、新要綱を作ったわけですが、新要綱は閣議決定の文章ですので、やたら  

解説書めいたものをいろいろ書くのは望ましくないということで、あえて、土地の有効利  

用の考え方などを詳細に記述していませんが、まさに答申の中身を受けた有効利用という  

考え方を新要綱はきちんと踏襲しているということです。   

その後、容積緩和等のための法律等々ございますが、それはそれぞれの都市計画の論議  

の中でいろいろ議論していただきたいと思います。   

さらに、もう一つの命題である土地の利用によって、それは何を目指しているのかとい  

うことです。これについても、要綱にきちんと書いてありまして、ゆとりある住宅・社会  

資本の整備と自然のシステムにかなった豊かで安心できるまちづくり、地域づくりを目指  

しているということです。   

そういう意味では、先ほど申し上げました社会効果的な利用という観点からの有効利用  

を目指していくということが重要で、その前提としては、それぞれの地域ぐるみ、あるい  

は市町村単位、行政単位におきます土地の有効利用を進めるに当たって大前提となる土地  

利用計画が必要であります。そして、そういうあらまほしき土地利用の姿のビジョンなり、  

ガイドラインということで定められた土地利用計画に沿って、それぞれの地域住民が参加  

されて、きちんとした地区レベルでの話し合いのもとでの地区計画を立てられて、それに  

よって豊かで安心できるまちをつくるというのが私どもが考えております有効利用の基本  

的な考え方です。   

もう一つ付け加えておきたいのは、先ほど地価の水準のお話があったので、経緯を申し  

上げます。今回、土地政策の目標を地価抑制から土地の有効利用へ転換したと申し上げた  

わけですが、現在の地価の水準については、高いとか、低いとか、いろいろな見方があり  

ます。下がりすぎではないかという見方もありますけれども、現在の水準はいわゆるバブ  

ルの部分は少なくとも改善されている。土地の需要と供給によって、ある程度収益還元価  

格といいますか、そういうものに沿った形で地価の形成がされつつあるのではないか。し  

たがいまして、高いとか、低いとか、いろいろ意見がございますけれども、少なくとも現  

在行政として直接的な土地の引き下げというものを施策としてぎりぎりやっていくような  

状況ではないということで、「地価の抑制から有効利用」と申し上げたわけでして、大西   
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先生からお話がございましたように、経済状況の変動等によって地域的な需給逼迫とか、  

地価の高騰ということもあり得るので、その辺の制度的な対応はきちんとしていくという  

ことを前提として直接的な地価抑制対策は行われなくていいのではないかと整理している  

ところです。念のため付け加えさせていただきました。  

0栗原   

どうもありがとうございました。   

土地の有効利用についてひとあたり、お話をしていただいたわけですけれども、ほかのパ  

ネリストの方にご質問があるとか、つけ加えなければならないというような点がございま  

すか。  

0田中   

先ほど申し上げましたように、 3，200 万人もの人口が短期間の間にこれだけ局地的な  

ところに集中してしまったという例は世界に類例がないのです。これは大阪なども同じで  

すが、宇宙で言えば銀河の中心みたいなものになってしまって、これほどの濃密な状態は  

世界に例がないのです。そういう状態の中で 、どうやってみんなが幸せな空間に生きてい  

けるか、住まえるか、これが原点だと私は思うのです。   

満員電車に乗って、1時間半もかかって通っている人たちのことはどうでもよくて、そ  

こにいいまちだけ作ればいいんだというような考え方は私は非常におかしいと思います。  

それよりも全体で考えるべきで、グレータ一束京の中でどんなマスタープランを持って、  

グレータ一束京の中でそれだけいる人たちをどうやって、より広い、より質の高い空間に  

住まわせることができるかということ、そういう視点から考えなければいけないのではな  

いかと私は思います。  

0大西   

東京は非常に人口規模が大きい。世界に冠たる東京だということなのですが、1990 年  

ごろ、東京のいいところ、悪いところ、これを都市構造の面から徹底して洗い出してみよ  

うという調査を東京都が私どもも参加してやったことがあります。その時に出てきた結論  

は、一言でいえば少し過密なんですね。いろんな施設、空間が持っているキャパシティ、  

能力に対して人が少し多過ぎるわけです。快適な生活状態を作っていくには、東京自身が  

改造されていく、よくなっていくということはもちろん必要ですが、何もみんなが東京に  

住むんだというふうに考えない、そういう国づく りというのも必要ではないか。   

東京都としては、そういうことがなかなかはっきり言えないわけですが、でも思い切っ  

て、そのレポートの中では、少なくとも東京圏の中でいろんな機能を分担していくべきだ  

ということを、これは東京都が東京圏というと、東京都以外の県も入っていますから、そ  

ういうところに期待をするという文章をつくるというのは非常に大変なことで画期的なこ  

とだというふうに担当者は言っていましたが、とにかくそういう文章を出したのです。   
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しかし、世の中全体から見ると、それだけにとどまらないで、最近話題になっている是  

か非かは皆さんいろいろご議論があると思いますが、首都機能の移転というのも、ある意  

味では東京の荷を少し軽くしようということでありますし、私はテレワークということに  

非常に関心を持って進めているわけですが、情報通信を使って、遠く離れていても仕事が  

できるようにしよう。そのことが居住の自由を与えたり、あるいは地方に住んでも東京で  

やっていた仕事を維持できるのではないかということで、狭いと言われる日本でも、しか  

し、われわれが住む場所というのは見つけていけばたくさんある。日本の隅々を有効に利  

用するという大前提の中で東京の住宅問題なり、過密の問題も解決していく必要があるの  

ではないかというのがその時の結論で、私のいま持っている結論でもあるわけです。   

そういうふうに考えていくと、東京の中で無理をしてみんながひしめき合って住むとい  

うことだけで解決を求めようとすれば、いま田中さんがおっしやるようなことが必要にな  

るかもしれませんけれども、もう少し土俵を広くして、全国的な不動産会社は全国にネッ  

トワークを持っておられるわけですから、そういう中で問題を解決するという発想に立て  

ば、より質の高い住宅が、安い値段で得ることができる。それには時間がかかるかもしれ  

ないけれども、そういう方向に踏み出すことが必要ではないかというのが私の意見です。  

0栗原   

4人のパネリストの皆さんにお話をイ司ったわけですけれども、その中の言葉を幾つか拾  

ってみますと、窪田局長の発言の中に、「土地利用計画」という言葉がございます。大西  

先生の中に「参加の時代」、あるいはいま「過度に過密なんだ」というお話が ございまし  

た。黒川先生の中に「量より質の時代」というお詰もございましたし、田中理事長のお話  

の中に、「多様な価値観にあった住宅提供」というお詰も出ました。   

そういった言葉の中から浮かんでくる次のテーマですけれども、過密問題は、当然都市  

居住の快適性の問題だとか、あるいは逆に地方の問題などあるわけです。そういったよう  

な問題を通してのテーマを考えてみますと、「まちづくり」が次のテーマとして挙がって  

くるのではないかと思います。   

まちづくりというのは、規制緩和の問題だとか、高齢化の問題だとか、環境だとか、い  

ろいろ関係がございます。私事ですが、私は専門が流通でして、流通業界は今、大規模小  

売店舗法という大型店と中小商店の調整をする枠組みの法律をなくそうか、なくさないか  

ということで大分もめておりまして、アメリカを中心とする外国の外圧は大店法をやめろ  

ということで、そっちのほうに大分傾いているわけでございます。それに対して中小′j、売  

商などがまちづくりということを言っているわけです。やたらに郊外にショッピングセン  

ターなどをつくられてしまうと、古い商店街を中JL、にしたまちが壊れてしまう。まちづく  

りを中心に商業の調整の問題も考えなければいけないということを言っているわけです。   

きょうのこのシンポジウムは、建設省、国土庁のラインでございますけれども、通産省  

のラインでも、まちづくりという問題が非常に重要なことに浮かんでいるわけです。そう  

いうな意味で、まちづくりというのは非常に重要、あるいは注目される考え方だと思うの   
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ですけれども、まちづくりというのは簡単にできるわけではございません。長い時間がか  

かりますし、金がかかりますし、当然指導者なども必要になります。そういった関係者の  

意欲をどうやって引っ張り出すか、あるいは行政などがどうやってバックアップしていく  

か問題は山積み、あるいは大変な問題だと思うわけでございます。   

そういった点でまちづくりの問題をどう考えていったらいいのか。先ほどと同じ順序で  

ございますけれども、田中理事長からお話をしていただければありがたいと思います。  

○田中   

私は、世界に類例のない 3，200 万人口の都市はいかにあるべきかということをあくま  

でも追求したい。それに挑戦するのはデベロッパーの仕事だろうと思っているのです。   

先ほど首都移転という詰もございましたけれども、首都移転が完壁にできたとして 60  

万人です。3，200万人に対して60万人、あるいは地方で採用する人もいるでしょうから、  

60万人いかないかもしれない。それを20年とか、30年かかってやろうということであり  

ます。社会主義の中国の過去の政策のように、農村にどんどん人を追い出してしまうとい  

うようなことをやって 3，200 万人のうちの1，000 万人ぐらいを出してしまうというのな  

らともかく、数のオーダーからいって、全体の人口数の中で考えていくべきではないかと  

私は考えています。   

したがって、ある一部分だけが理想的なまちができたりしても、よって、それのために  

犠牲になって小さな家に住んだり…－、さっき申し上げように誘導居住水準以下の世帯は  

3分の2です、あるいは非常に遠い所に住んでいる人たちは、空いている土地だとか、空  

いている空間をうらやましげに見ながら通っているわけです。香港だとか、シンガポール  

だとか、われわれと同じぐらいの密度の人たちは、もっと知恵を出して再開発をしている  

わけです。私はそういうところが非常に大事なのではないかと思います。   

都心の問題を考えますと、確かにバブルがひどかったと思います。特に人が住まなくな  

ったような日本の都心のあり方というのは非常におかしいと思います。世界各国の都心は、  

まちの形態も美しいし、緑も多いし、そして人も住んでいる。そういう都心であるべきだ  

ろうと思います。そのためには、人々が住まえるようにしてやらなければならない。そう  

いう人たちはどういう要望を持っているかというと、都市というのは、いろんな魅力のた  

めに人が集まっているわけです。大学へ行くのにたくさんの人が東京へ来ているわけです。  

またそのまま就職して東京に住み続け、それから結婚する。このチャンス、お金を儲ける  

チャンス、情報を入れるチャンス、いろんなものがあるから、東京はいっまでたっても人  

が集まってきているわけです。   

そういうことで、都心に近いところで働いている人たちは、情報化時代で 24 時間動い  

ております。株でも、何でも世界中が地球が回るに従ってどんどん動いているわけですか  

ら、遠くから通っていられないわけです。文化とか、情報とか、いろいろなものに触れら  

れるんだったら、東京にぜひいたい。都心にいたいという人だって山のようにいる。DI  

NKSの人もいるし、いろんなライフスタイルの人がいるわけです。そういう人たちに合   
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ったような多様な住宅を供給することが非常に大事だと思います。   

ところが、日本の都市計画や建築規制というものは、どちらかというと、昔、私が子ど  

もだったころの社会的な規制というものを持ち込んできておりまして、それがまかり通っ  

ているわけです。そういうことだと、いっまでたってもまちは再開発されない。やはり再  

開発されていくためには、都会というのは毎日毎日変化してつくられていくものですから、  

そういうことができるような都心居住というものが望ましいと思います。いまの規制のた  

めにペンシルビルになったり、鳥かごビルになったり、東京の景観というのはお世辞にも  

きれいとは言えない。北側の住戸を認めない。北側で日がささなくてもいいではないか。  

採光はなくてはいけないけれども、日照そのものはなくて結構だと、それでも住宅として  

認めるよ、住宅金融公庫融資をつけてあげるよ、ということならば、美しい景観のブロッ  

クをどんどんつくっていける。もし北側で日光が当たらなくても、もっと安く手に入れば  

それで結構だと考えている人も多くいるのです。住宅の設備も大変発達しているわけで、  

南側と同じような生活ができるわけですし、特にアメリカ人たちは北側のほうがいいと言  

っています。北側から望む景色は南から太陽が当たってすこぶるきれいです。実際、大川  

端の高層マンションの上へ上がってみますと、南側の東京湾のほうがまぶしい。白い光が  

強くて景色が余りよくない。そういうことができるようなルールに社会的規制というもの  

を見直していくべきではないか。もっと郊外で遠くてもいいよというような方には、戸建  

て住宅その他が規制されてきちんとできるような、そういうまちにお住まいになればいい  

というふうに私は考えます。  

○黒川   

21世紀という、時間を先まで考えていいというような議論で考えることにします。   

一つは、急速にある時期大都市に集中しすぎたことの問題点、それは大都市の側にも問  

題が起きていますし、短期に変わってしまったために産業構造も大きく変わってしまいま  

した。ですから、大都市圏の土地の活用は、いまの用途に対応してみると、いろんなとこ  

ろでミスマッチが起きています。急いでしまったことの問題というのは、大都市の側だけ  

ではなくて、地方の都市の側にも深刻な問題が起きています。私たちが持っている技術水  

準というのはずっと高くなっていますから、これまでのレベルとは全く違う都市の水準を  

考えることができるのではないかと思っています。   

たとえば地方の側で考えると、いま建設省や国土庁が応援されていますが、われわれは  

いままで土地の使い方を変えていく時に、区画整理事業という考え方をしましたけれども、  

浜松などでは市内の中心部すべてを 40knぜとか、区画整理事業の対象におく。金沢でも  

都市計画区域全部を区画整理事業の対象の中において、道路もいままであった道路とは全  

く違う形状の、もっと多目的で有効活用できるような環境に置き換えていくことをしよう  

としています。かつてのすごく貧しかった時期の土地の活用の仕方のレベルのまま固定化  

して、大都市も地方都市も作られてきてしまっています。これを少しずつ変えていくため  

には、よほど大きな仕掛けがないとできない。それは環境に対してもやさしくて、地域で   
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省エネルギーで、高齢者にやさしく  

て、リサイクルできるようなシステ  

ムを作っていこうとすると、都市の  

側に投資しなければいけない部分は  

非常に大きいです。しかも、それは  

土地そのものに投資するというより  

は、土地に附帯してつくる建物の付  

加価値が高まることでやらなければ  

いけないことが非常に多いと思うの  

です。   

そうすると、さっきの問題が起こ  

ってきまして、例えば、田中さんが  

言われたように容積緩和ができれば、土地所有者にいくレントの部分と、その事業を計画  

した人にいくレントの部分の再分配の率が変わってくるのであって、結果的には付加価値  

の高い、つまり容積をたくさん確保できるということでいえば、まちづくりのためには、  

地方の側にもく 大都市の側にも何らかの形の再配分のメカニズムが必要だというのが私の  

意見です。   

そのレベルというのは、いままで私たちが考えていた戦後一生懸命まちづく りをしてき  

た区画整理のレベルとか、街路整備というレベルとは全然違うのではないかと思っていま  

す。人口25万以上ぐらいの都市は、車社会のままでは2015年ぐらいになると炭酸ガスの  

排出量の規制その他でサステーナブルグロースという条件からすると成り立っていかなく  

なってしまうと思います。地方都市でも、マストランジットを有効活用するような、しか  

も、それが高価なものであってはいけないわけですから、路面電車に近いようなマストラ  

ンジットを有効活用し、お年寄りも、子どもも、どこにでも自由に行けるようなシステム  

がなければいけないと思います。そういうことをまちの側で考えていこうとしたり、建物  

自体がエネルギー効率がよかったり、人にやさしい建物になっていこうとすると、いまあ  

る施設のかなり大幅な改善が必要になってくると私自身は思っています。   

それが軽々とできるのが東アジアのどの都市でもなくて、日本の先端的な都市がやるべ  

きことだというふうに思っています。今後安心して日本に期待できる、つまり日本の都市  

に、アジアやヨーロッパの企業が投資をして、そこで事業ができるようになることの意味  

とは、東アジアの、今たくさん作られている、極めて高密度な都市と比較すると、日本は  

それよりはずっと数段ランクの上のスマートなものがたくさん作られてこないといけない  

と思っています。   

そういう意味で、規制緩和という言い方がいいかどうかわかりませんけれども、いまま  

ではまるで違うシステムでまちづく りをやらないと、いままでのような制約条件の中では  

とてもできないんだということです。   

もう一つ、私は経済学者ですからマーケットのことをすごく意識するのですが、人口の   
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移動で考えますと、私は国土庁から去年の暮れのお歳暮に素敵な1枚の地図を、明治の初  

めから5年おきに人の移動を市町村別にドットで打ったものをいただきました。私の研究  

室の壁に張ってあるんですが、これはある時期、あるところが青くなって、あるところが  

赤くなる。赤くなったところは猛烈に人口が増えて、青くなったところは猛烈に人口が減  

っていることを意味するのですが、戦後は全部の地域が真っ赤になって、その後、東海道  

メガロポリスがどんどん赤くなって、その他の地域が青くなり、今どうなっているかご存  

じですか。日本の国土に色がないんです。つまり、今日本は、どこからのどういう移動も  

なくて、明治維新以降初めて、国土全体の中でほとんど人の移動がないという状態、ある  

いはあったとしても、出入りがちょうどチャラになっている状態になっています。UJI  

ターンといって、大都市からニューライフを求めて地方に出ていくという人が増えていま  

して、この3年間は大都市圏域から地方へ出ていった人の方が多くなっているわけです。   

今は個人のニューライフフロンティアで動いていますけれども、まもなくどこかの会社  

も、山の中のほうがおもしろいということになって出ていく可能性があるかもしれない。  

大西先生がおっしやるテレワーキングとか、テレコミュー ティングということを使うと、  

もっとその可能性は高くなってくると思います。   

つまり、東京から人が出ていく方が多くなっていることが、東京に激変的な市場環境の  

違いを作っています。   

例えば、土地でレントをとらない地主開発型のプロジェクトが幾つか進んだおかげでテ  

ナント料が下がりました。1カ所テナント料が下がると、いままで高かったところから、  

そこにドカッと流れてしまいますら、空いたところに誰か入らなければ、そこは値段を下  

げざるを得ない。下げたところに、また割りの合わないところからたくさん入ってくる。  

このように、次々に変化していくということが今東京の中で起こっています。これをフィ  

ルタリング現象と言いますが、最終的には、環境が悪くて 、使いものにならなくて、不安  

だというか、そういった場所を吹き溜まりとして残していくこと、例えば1930年代のマ  

ンハッタンのようなことをひょっとしたら起こすかもしれません。そういう所を上手に使  

いながら、再開発していくというやり方で東京全体をレベルアップしていかなければいけ  

ないという環境に今あるわけです。   

そういう意味では、ある所が値段が下がったり、あるいは地主開発をしたところから思  

い切って価格が下がったことから、大きな変化が起こってきているわけですけれども、こ  

のことは、いま事業をやっていらっしやる方にとっては、かなり精神的にはピンチです。  

本当にこれで成り立っのだろうかという不安が起こってしまうし、最終的にどこに均衡す  

るのかというのもなかなかわかりません。そういう問題が起こっている。つまり日本の人  

口が、かつて大都市に一方的に流れ込んでいたのが、止まった状態から少し外に動く状態  

のところで、価格は全く上がらない状態を作ってしまったということです。しかも、2005  

年に日本の人口はピークになってしまいます。あとはゼロサムゲームですから、どちらか  

というと、地方が魅力的になるか、東京が魅力的になるかというところで日本全体の経済  

レベルが上がるという環境にあるのだということを認識しておくべきだと思います。   
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値段を基礎におくと6階か7階建てのビルの一番上の1層だけが住宅に使える。あとは賃  

貸料の高いオフィスにしなければいけない。そうすると、まち並みとしては六、七階のま  

ち並みで、一番上に住宅が並んでいるわけです。ウサギ小屋という言葉がありますけれど  

も、屋上だけが住宅になっているとハト小屋ですね。その絵の中では、渡り廊下で隣のビ  

ルに行けるようになっていましたけれども、そういう廊下を作るのはなかなか大変ですか  

ら、みんな1階まで下りて、隣の家にまた上がって、6階か7階へ行っておはようござい  

ますと言わなければいけないという不便な暮らしになってしまうわけであります。   

私は都心居住というのは単体の住宅ではなくて、住宅地というのを都心といえども作っ  

ていく、気がついたのが少し遅いかもしれないけれども、そういう努力が必要だと思って  

います。幾つも例があるのですが、一つ私が印象深く認識している例は、アメリカのサン  

ディェゴというカルフォルニア州の一番南、 メキシコ国境に近いまち、ここに都心居住の  

調査に行った時、そこは高速道路で囲まれた、かなり広い地域を再開発の対象として、都  

心居住を考えたわけです。最初に何をしたかというと、なぜ人が都心から出ていったんだ  

ろうかというふうに考えると、郊外の田園都市がよかったから出ていったのではないか。  

では、都心に田園都市をつくったら戻ってくれるんじやないか。都心ですから、戸建て住  

宅というわけにはさすがにアメリカでもいかないので、テラスハウスを作って、下の方に  

は共通の花壇などを作って、芝生の庭に身近に接することができる 。けれども、それはテ  

ラスハウスだということです。これは非常に受けたわけです。家族の世帯もそこに入って  

きたということで、サンディェゴでは、それ以降、そうしたタイプの、つまり都心にいな  

がらもある程度の田園的な雰囲気を味わえる住宅を公社が手がけているわけです。ですか  

ら、都心居住イコール高層住宅という図式は、これは日本でも過去の話として、都心とい  

えども、適切な住環境を提供する工夫をしていくということをぜひ考えるべきだと思って  

います。   

臨海副都心の見直しをやった時に私が提案したことですが、あそこはもともと住宅が計  

画されていたのですが、それは超高層住宅です。それも一部は悪くない、上から景色を眺  

めて暮らしたいという人もいるけれども、しかし場合によっては、臨海副都心のような所  

で、郊外の生活と似たような雰囲気の中で、高層で弊害があると言われているようなこと  

に遭わずに暮らしたいと思う人がいるのではないかということで、四、五階建ての住宅が  

できないかということを提案してみました。これには地価の問題が決定的なかぎを握るわ  

けですが、地価をどうやって顕在化させないかという工夫をいろいろ考えることによって、  

あるいは地主の協力ーーあそこは東京都が地主ですが、それをうまく活用することによっ  

て、密度はわりあい高くなりますが、低層の住宅も可能ではないかということで、私は都  

心といえども、多様な住宅の提供の仕方があると思っています。   

最後に一つだけ申し上げると、北側がいいという人も確かにいます。本がたくさんあっ  

て、目に焼けては困るという人もいるわけですが、人の日照を奪ってしまうところが問題  

なんですね。高層の建物を建てて、いままでのルールだと、そういう住宅は建たない。建  

物は建たないというところに、いきなり制度が改正されて何か建ってしまうと、近隣はシ   
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ヨツクが大きい。それが紛争、つまり、日照権という問題で表れたり、景観、最近は景観  

権ということを主張する人もいますが、近隣の紛争につながっていくわけで、これはなか  

なか解決できない。   

ですから、いままでになかったような形態の建物を建てる時は、近隣で問題が起きない  

ように、総合的な地区計画のもとで、建てていくことがぜひ必要だと思います。  

0窪田   

まちづくりという観点から、いままでの議論は少し大きな諸になっていますので、私の  

ほうから、新要綱や答申でいろいろ考えていたまちづくりについての、誘導策といいます  

か、進め方について若干述べさせていただきたいと思います。   

まず、地区レベルのまちづく りの前提として、市町村レベル以上でのあらまほしき土地  

利用計画が必要だと申し上げましたが、当然その前提となるのは、現在策定中の全国総合  

計画とか、全国の国土利用計画、あるいはそれぞれの大都市圏整備計画等々でありまして、  

これらの広域的な国土利用の方向を踏まえて、一番末端である市町村段階でわがまちをど  

ういうふうにもっていくかということをきちんと整理しておく必要があるということです。  

市町村が勝手にこういきたいというのでは、国土の全体利用の観点から非常に問題が起こ  

る場合があるということです。   

ただ、その場合に大事なのは、市町村が計画を立てる場合に、それぞれの地域の住民な  

り、関係権利者の意見を十分聞いていくことが必要で、逆に言いますと、そのような住民  

参加の手続きにより決められた土地利用についてのガイドラインについては、それぞれの  

住民も従わなければいけないという義務が逆に生ずるわけです。いずれにしても、事前の  

手続きが非常に大事だという点が一つございます。   

そして、そうした点を踏まえて計画の方向、例えば、この辺は住居地域にしよう、この  

辺は工場地帯にしよう、この辺は商業地帯にしようというものですが、このような方向が  

決まった段階で、それぞれに地域において、その計画に沿った、より豊かなまちを作って  

いこうという際に、地区レベルでの計画というものが必要なわけです。その場合には、住  

民の意見を聞くというのではなくて、むしろ地域住民が主体になって、自らのまちを作っ  

ていくということが逆に必要なわけです。しかしながら、それぞれの地域で住民が主体に  

なってまちづくりをするという機運はなかなか少ないので、むしろまちづくりのための事  

業をやるに際して、また、あるいはデベロッパーが入ってきて、言葉は悪いですけれども、  

地上げをしていろいろやっていくに際して、それをことさら排除するのではなく、地域住  

民が主体となったまちづくりをしていくという観点から、そのための協議会を作るとか、  

行政が事前に住民の意識についてアンケート調査をやるとか、まちづくりに慣れているア  
ドバイザー を派遣するなどにより、まちづくりをきちんとやっていくことが必要です。   

そうして、まちづく りのビジョンがそれぞれの地区でできた場合に、必要な事業につい  

て、例えば先ほど黒川先生から土地区画整理事業の話がありましたが、今までの基準では  

小さい事業がなかなかできないものですから、敷地整序型のミニ区画整理を導入したわけ   
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です。場合によったら、それよりも広い範囲での制度が要るかもしれず、そうした検討も  

必要だろうと思います。また、密集市街地の整備の問題、あるいは都心居住のための容積  

率の問題については、地域で全体として決めた上で個別に対応するということになってい  

ますが、そういうのでいいだろうか。あるいは工場跡地の場合はどうしようとか、そうい  

う細かい話について個別の事業なり、対応策を建設省を中心に順次整えていますけれども、  

さらなる仕組み、規制緩和が必要であると思っています。   

特に最近言われている、地方都市での中心市街地の活性化の問題についても検討してい  

るわけですが、これも三大都市圏の中心地以上にそれぞれの地域の顔が大分違いますので、  

一律にメ ニュー化でやろうかというのはなかなかできないので、それぞれの地域地域にお  

ける仕掛けがどういうものであって、それに対して対応する国側の仕組みなり、助成制度  

というものがどれだけそれを用意できるかという点について、地域の方々がそれぞれ主体  

性をもって制度を選択し、これは足りないというのであれば、制度についての要請なり、  

要望を出していただくということで回転していくのではないかと思います。   

私が申し上げたいのは、全体のビジョンの中で、それぞれの地区で主体的にまちづくり  

をやっていくのが、非常に遠回りなようで、まちづくりの王道ではないかと思うわけです。  

○栗原   

まちづくりの問題、あるいは都心居住の問題、恐らく議論がたくさんあるんだと思いま  

すけれども、残りました時間が大体 30 分弱になってまいりましたので、もう一つ別なテ  

ーマについて議論をしていただきたいと思います。   

それは、先ほどの黒川先生のお話だとか、そのほかのお話の中にも出てまいりましたけ  

れども、いわゆるグローバリゼー ション、そういった視点から土地の市場の問題を考えて  

みたいと思います。   

フリー、フェア、グローバルという三つを題目に金融のビッグバンが進むわけで、竹内  

先生のお話の中にもございましたけれども、当然これはいろんな分野に影響を及ぼし、土  

地の問題もその例外ではあり得ないと思います。土地市場のビッグバンというのが起こる  

のかどうか、そういう問題も考えなければいけないと思います。ですから、土地市場のグ  

ローバリゼーションに伴って、かつてない変革が求められているのではないかと思うので  

すが、この問題をどういうふうに考えていくのか。そのためには先ほどアジアに魅力ある  

土地の市場、あるいはそれを受け入れる体制というのがないというのか、あるというのか。  

例えば先ほど何度も田中理事長のお話の中に出てきましたが、シンガポールと同じ大きさ  

の東京の中心部に、なぜ美しい景観、あるいは設備をもった都市が生まれなかったのかと  

いう問題があるわけですけれども、こういったグローバルゼーションに伴う問題、あるい  

はどうやったら、それに対して魅力ある商品を作っていけるのかというお話をしていただ  

きたいと思います。   
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○田中   

これからの都市開発や住宅開  

発は非常に巨大なお金がかかる  

わけです。今まで政府の公共投  

資主導型でやってきたわけです  

が、ご承知のように国が 500  

兆円借金を背負っているので、  

もうお金が使えない。お金をど  

こで準備したらいいんだという  

諸になってくる。お金がなけれ  

ば何もできないと私は思うので  

すが、投資の源泉をどこに求め  

たらいいかということなんです  

が、一つは、世界的にみても非常に高い日本の貯蓄性向から生み出された1，200 兆円と  

いう貯蓄を何とか引き出して、貯蓄奨励型から投資誘導型といいますか投資奨励型という  

形に変えて、都市開発のプロジェクトファイナンスみたいなものにダイーレクトに結び付け  

ていくような、そういう方法をまず考える必要があるのではないか。それには、不動産特  

定共同事業法ができましたので、そういう手法とか、いろんなものを動かしてやっていく  

べきではないかと思います。   

そのほかに、もう一つ源泉を求めるとすれば、私は外国からのお金だろうと思います。  

先日も東南アジアを一回りしてきましたが、ジャカルタでも、シンガポールでも、マニラ  

でも、いまものすごい勢いで都市が再開発されています。立派なビルが、東京にないよう  

なビルが建っている。その周りには超高層の住宅を作りつつある。その投資元を聞いてみ  

ますと、あのビルは香港の投資だとか、あのビルはシンガポールの投資、あのビルはアメ  

リカ、あれはマレーシアだといったぐあいに、どの都市に行っても国際色豊かな投資がな  

されているわけです。そういう投資を呼び込むことを一生懸命考えている。   

日本はどうだというと、日本はそうではない。日本は世界の6分の1のGNPでありま  

すし、アジアの6割を占めているわけですけれども、世界中の直接投資の額が 2，200億  

ドルあるそうですが、日本が海外に直接投資しているのは 400億ドル、日本に投資され  

ているのは40億ドルです。これはアメリカの15分の1だし、イギリスの8分の1ぐらい  

でしかない。それをどう呼び込んでやっていくかということも非常に大事だと思います。   

今現に受け入れている 40億ドルというのはどれぐらいのオーダーかといいますと、こ  

の間、汐留でアジア勢が落札しましたね。その上にものを作っていくお金は、恐らく四、  

五千億円になりますから、大体そのぐらいしか入っていないわけです。日本のお金だけで  

自国の開発をやっていこうとしてきた日本というのは非常に稀有な国だと思うのです。   

そういう意味で、これだけ巨大な市場ですから、世界からどんどんお金が入ってくるよ  

うな工夫をするべきではないか。それには規制緩和とか、税制とか、そういうものを整え   
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てやって呼び込めるようにしてやるべきだろうというふうに思うんです。   

不動産業界のあり方や不動産そのもののあり方について、完全なアングロサクソン的な  

キャピタリズムというのは私はあまり感心しないのですが、しかし、グローバル・スタン  

ダードに近づいていかざるを得ないと思います。恐らく金融ビッグバンが 2001年から始  

まって、外国の投資銀行や格付け機関がやってくるだろうし、やり方がグローバル・スタ  

ンダー ドに近づいていかなければ、こっちもやっていけないのではないだろうかと思うわ  

けです。そういうものになるべくあわせていきながら、世界中のお金を呼び込んで、それ  

を生かして日本の国に役立てることを考えていく必要があると考えるわけです。   

そのためには、不動産あるいは開発に携わる人間は、ローカル色の強いいままでのやり  

方、ものの考え方から脱皮して、いろんな不動産開発あるいは住宅開発をしていくべきで、  

その分野は非常にたくさんあるわけです。開発を計画する分野、設計分野、テナントをつ  

ける分野、流通を扱う分野、投資家を探す分野、その投資家からメンテナンスとか、オペ  

レーションを受ける分野、さらにオーナーシップを売っていきながら、自分は管理をして  

フィ冊ビジネスという形で稼ぐような形で、世界のマネーあるいは国民の貯蓄を使って、  

利益を還元するような形でわれわれがコーディネートしていくことができるようにしてや  

らないと、経済は決して活性化しないと私は思っています。  

○黒川   

マクロ経済的な意味は、田中理事長が非常に上手にお話くださったので、私は言うこと  

がなくなってしまったんですけれども、現預金、貯金の部分だけの現金預金だけで 700  

兆円あって、これを世界の人は使いたいと思っているわけです。わが国から現預金のまま  

海外に出ているのは、ビッグバンになったらどれぐらい出るかわからないのですが、今出  

ているのはたかだか 70 兆円の規模です。日本は非常に国際化して、加工貿易立国だと言  

われていますけれども、500兆円のGNPの中で、輸出額は55兆ですし、輸入額50兆  

ですから、たった1割なんです。   

EUの国々は輸出入で平均して30％ぐらいが他国に依存している。そういう意味では、  

日本は非常にユニークな、日本国内だけで独特な物価水準を持っていて、自分の国だけで  

内需で勝手に動いている国です。アメリカにそう言われて、為替レートを変えたくないん  

だったら、しばらくそうしていなさいというので、日本の内需をきちんと守りながらぞっ  

とするほど高い公共投資を維持し、高い公共料金を払いながら、国際競争力のない社会シ  

ステムを淡々と作ってきました。   

これをどこかで何とか崩さなければいけないし、世界の人々は日本の 700 兆円を期待  

していますし、1，200 兆円の個人の金融資産を期待しているというのは、今田中理事長  

が説明されたとおりです。   

条件は完壁なのです。値段さえ安ければ海外の企業は日本に入ってくると私は思います。  

今はまだ安くない。シンガポールと比べれば東京の方が安くなったのではないかと言えば、  

全くそのとおりですけれども、シンガポールはどうして生きていけるかというとまた別の   
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ルールを持っています。   

日本開発銀行の東アジアの都市に関する調査報告書があって、この中に魅力的なことが  

いっぱい書いてあるんですけれども、この中の一つは、アジアの諸都市、シンガポールは  

その典型ですし、クアラルンプールも 、ジャカルタもそうですが、他の都市と非常に上手  

に連携を組んでいて、その都市1個では生き延びていないということです。遊ぼうと思っ  

たら、インドネシアのリゾートに行けばいい。つまり緑一杯の所が別にあって、ごく簡単  

に行けるように、国の間の移動は極めて自由になっている。これに対し、東京はそうでは  

ないということです。   

もう一つ、そういった地域の魅力、田中理事長がおっしやったような、ある所ではマン  

ハッタンのようなまちがあったり、ある所ではシンガポールのような都市ができるという  

ことが日本の中にどうしてできてこないんだろうか。地域ごとにそういう所ができてきて  

いいはずなのに、できてこないのは、日本が地方分権でないからだと私は思います。   

特に、東京の場合どういう問題が起こっているかというと、東京は 23 区が特別区にな  

っていて、それぞれの区が自主的な判断を持っていないという問題があると思います。例  

えば、私は東京都の行革推進委員会の委員になっていますし、住んでいる目黒区の行革委  

員会の委員にもなっているのですが、目黒は行草しなければいけないのですけれども、こ  

の5年間の公共投資が1，008億円の計画を持っています。この1，008億円の中で、目黒  

区が自分で払わなければいけないのはたった 51億円なんです。一つの例として、清算事  

業団の跡地が代官山と中目黒の一番いいすき間の所にありますが、その土地がこれから障  

害者住宅と都民住宅と都営住宅になろうとしています。これを作る限りは一銭の負担も目  

黒区は要らないんです。自動的にできてしまうから、公共投資をここに投入した方がいい  

という考えかもしれませんけれども、もし私にまちづく りをさせるんだっら、目黒区の各  

商店街から 200Ⅰ遥ずつほしい人はここに来なさいと言って、70 軒分の土地を出させて、  

これを種地に分散して使う。目黒区内に公園を作るとか、その地域に適した施設を作って  

いくという具合に分散して使います。けれども、全部補助金でやろうとすると、一か所に  

補助がつく事業をやってしまうことになってしまいます。目黒区にはたくさん公園がある  

んですけれども、区の中心部にはほとんどありません。全部区の外側というか、ぎりぎり  

の所にあって、青葉台に2ha 以上の大規模な公園を目黒区は作ろうとしていますが、こ  

れも土地代も公園整備も一切要らないんです。   

こういう形で、各区は他人のお金を意識しながら、自分達でまちづく りを考えることな  

く、計画も立てないで、事業を取り込んできてしまうために、今考えるとどうしようもな  

いようなまちを作ってしまっているという形ができてしまっています。   

こういうことを1個、1個取り除いていって、自分達のまちを本当に考えられる体制に  

もっていくためには、23 区が六つか七つの政令市に思い切って変わるとか、あるいは全  

国の自治体が国の法律のもとで動くのではなくて、地域ごとの条例で完全に動けるような  

体制に変わってこない限りは、魅力的な非常にユニークなまちができない 。ということで、  

日本の国内である種の実験をやってみることを許してもらえないかと思います。   
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ミスをしない形のまちづくりがずっと行われているために、結局、魅力的なものが何も  

できなかったということになっているのではないかと思います。失敗は成功のもとという  

のが、わが国のまちづくりでは全然成り立たないシステムになっているというのが私の認  

識です。そういう意味で、大きな意味では規制緩和というのは地方分権とか、地域主権と  

いう問題のところにあるのではないかと思っています。   

もう一つ短期のことでぜひ議論しておきたいのは、私のような経済学者は、人は合理的  

に行動すると仮定しています。つまり日本国民が大きく移動している時というのは、みん  

な前より後の状態のほうが良くなったと仮定できるわけです。日本人はほとんど移動しな  

くなったと先ほど言いましたが、これは全然良くなりようが見つからないで因っていると  

いう状態なわけです。それは世界についても当てはまるわけで、日本を対象にして、世界  

の人が前より良くなったと思える環境がないのです。これを竹内先生の言い方でいうと、  

新古典派の経済学者のパレート最適という概念なんですけれども、とにかくたくさん人が  

移っていくことは、ある人が結果的に良いことをしたということの集まりであるわけで、  

私たちは移動させなければいけない。   

この移動させることのためにもう一つ皆さんに考えていただきたいのは、こんなにコン  

ピュータが発達して、土地の登記が簡単になっているのに、どうしてこんなに登記の手数  

料がかかってしまったり、司法書士や行政書士の方々が土地の事務処理をする時にコスト  

がかかってしまうのか。つまり、あそこに移り住んだけれども、失敗だったからやっぱり  

こっちに戻ろうとか、簡単に移動することが今の自由度の2倍ぐらいできるだけで日本の  

土地市場というのはガラッと変わると思います。   

その試しをやってみることが日本の場合はできないわけです。1回人生をかけて移動し  

なければいけないような環境はぜひ改めていって、生涯のうち、日本の国土のいろんなと  

ころに住んでみて、最後に東京に戻ってくるようなことが大人の世界でできるようになっ  

てくると、まちづく りもずっとレベルが上がるのではないかと思っています。  

○大西   

以前、日本の自動車メーカーがアメリカに輸出して、儲け過ぎている、アメリカの赤字  

を作ったということでずいぶん批判されて、現地法人を作るということがありました。私  

は海外投資というのは 、投資する国が投資する先、相手の国に、単に金儲けのために行く  

ということではなくて、いろんな交流、人的交流をベースにしながら経済的交流とか、い  

ろんなかっこうでの交流がまず前提としてあって、そのために自分の国の人がそこで住ん  

だり、あるいは働いているんだから住宅やオフィスを作ったり、そういう開発も必要にな  

る。場合によっては、それを母国のデベロッパーが手がけてもいいのではないか、あるい  

は辛がけるほうが快適な居住を外国にいる母国の人たちに提供できるのではないか、そう  

いうような交流というのが基礎にあって、不動産に関する投資というのが、その上に花開  

くというのが一つの基本的なパターン、あるいは場合によってはあるべき姿なのかなと。   

つまり、あそこに不動産で投資すると儲かるかもしれない。特に関係がないんだけれど   
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も、とりあえず土地を買って、高くなったら売ってやろうということでは、1回は成功す  

るかもしれないけれども、そのことが明らかになると、相手国に信頼されない、歓迎され  

ないということになって長くは続かないと思うのです。そう考えると、土地市場における  

グローバリゼー ションに先行して、人的な交流、あるいは経済、産業活動における交流が  

その前殴として起こってくることが必要だと思います。   

身近な例で恐縮ですが、私たちの研究室にも外国人がいます。実は、私どもの大学にく  

る留学生は、ここ一、 二年、数が頭打ちになってきていて、調べてみると、日本全体で外  

国人留学生の数がここ一、二年やはり頭打ちになっているわけです。日本では 2000年ま  

でに留学生を10万人に増やすという計画をかつて立てて、それに向かって着実に増やし  

てきました。政府の奨学金もあるし、それ以外いろんな方々の努力で増えてきたわけです  

が、ここ一、二年頭打ちになっている。来日外国人の統計を調べてこなかったんですが、  

ここ一、二年の変化は、グローバリゼーションの前段である人的交流という意味では少し  

気になる傾向です。   

しかし、そのことを一応保留しておけば、アジアにおけるいろんな国相互の人的交流と  

いうのは、これからどんどん増えていくであろう。かつて在日している外国人というと、  

韓国系、あるいは中国系という限られたところが突出していたわけでありますが、最近は  

国もずいぶんバラエティに富んできて、数も増えてきているということです。日本のベー  

スの政策は、大学で留学をした人は、それぞれの国に帰っていただいて、中心となって活  

躍してもらおう。アメリカのように、アメリカ社会で教育で得た成果を生かして働いても  

らうことを考えるのと少しスタンスが違っていて、むしろ国に帰ってもらうということを、  

今までもっぱらにしてきたと思うんです。しかし、アジア諸国も経済発展をしてきて、貴  

重な人材なんだから、母国に帰って母国のために働けということをわれわれがあえて言う  

必要もなくなってくる。つまり至るところに青山があるわけだから、一番自己実現ができ  

る所で働いたらいいという、国境の壁がだんだん低くなるという時代にますますなってく  

るんだろうと思うんです。   

現に私どもの学校の卒業生も、今年あたりは、日本の企業は採用が厳しくて、とってい  

ただけないものですから、外資系企業に挑戦しまして、外資系企業にずいぶん入るように  

なったんですね。これも一つの傾向だと思うんですが、もちろん逆のケースで、外国人が  

留学後 、ぜひ日本でもう少し働いてみたいという人も増えてきている。   

われわれの視点からすると、そういった人的な交流というのがベースに積み重なってい  

くと、そういう人たちが暮らす住宅というのは，母国のデベロッパーが手がけたほうが、  

揮いところに手が届くといいますか、住みやすい住宅ができるんではないかとか、あるい  

はオフィスにしても、母国のデベロッパーが開発したオフィスというのが、その国の企業  

にとっては活動がしやすいかもしれない。そのことが同時に、日本にもいい影響を与える  

んだろうと思うんです。   

そういう意味では、日本は長崎にハウステンボスがあるし、志摩にはスペイン村がある  

し、わりと昔から外国にあこがれているわけです。日本の伝統は一応守っているわけです   
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が、一方ではいろんなものを受け入れてきたというのが明治以降あるわけですから、中国  

風の屋根のビルが並んでも、あるいはそう抵抗がないかもしれないと思うわけです。そう  

いう日本人の比較的オープンな気持ちというものを踏まえて、バラエティに富んだまちな  

みができる 、それはやや雑然としているかもしれないけれども、あるいはその先に何かイ  

ンターナショナルなアーバンデザインというのが生まれるかもしれない。そういうことも  

期待して、私は土地住宅市場でのグローバリゼー ションというのには大いに期待するし、  

またそういう方向にいくのではないかというふうに思っています。  

0窪田   

グローバリゼー ションについては、企業に対する規制や税制をはじめとして、全般的な  

面での検討が必要だと思います。土地政策について言いますと、まず一つは日本の地価そ  

のものについての認識があると思います。宅地の話は別に置きまして、商業地については、  

最近の結果から見ますと、ニューヨークとか、ヨーロッパと比べるとかなり高いですけれ  

ども、東南アジア、シンガポールとか香港と比べるとそこそこの地価水準になっています。  

オフィス賃料を比べると、ヨーロッパともそう変わりませんし、東南アジアの一部から見  

るとすでに日本は買いだという状況になってきているわけです。   

いずれにしても、現在地価そのものが需要と供給で決まってきているので、地価をどう  

こうするというより、東京なり日本の各地がそれぞれの国の方々にとって魅力あるものと  

し、多少高くても投資していいんだというような環境を作っていく以外にはないのではな  

いかと思います。   

次に、田中理事長から税制とか各種の負担の問題があったわけで、税制については、今  

ここでこうしますというふうにはなかなか言いづらいんですけれども、いずれにしても、  

土地の保有、取得、譲渡の各段階における税制を順次緩和してきているとは思いますけれ  

ども、それぞれにつきまして、土地の有効利用という観点からの検討というものは必ずや  

っていかなければいけないので、これらについては、実質的にいえば暮れにかけて、長い  

目でいいますと、これからも常に考えていかなければいけない問題であると思います。   

また、外国資本の日本の土地市場への導入ということなりますと、たとえば不動産の証  

券化の問題について、幅広い投資家からの資金の調達ができる仕組みについて、いろいろ  

整備を図っていくということが必要ですし、幸い、先ほどもちょっと話題がありましたけ  

れども、国鉄の清算事業団の土地についても、そろそろ外国の資本家も手を出してくるよ  

うな状況になってきておりますので、せっかくそういう時でございますので、これらの事  

例がさらに本格的な導入に入っていく呼び水になるように期待しているところでございま  

す。   

そういう意味からは、わが国の土地制度そのものについても、単にグローバリゼーショ  

ンに対応するという観点だけではなくて、もっと幅広い観点から適正な地価なり、適正な  

土地利用、適正な有効利用に結びつくような施策について努力してまいりたいと思ってい  

ます。   

kunugi
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○栗原   

どうもありがとうございました。   

河野理事長のご挨拶の中にございましたように、「所有から利用へ」といっても、そん  

なに簡単ではないのではないか。所有者の意識も、あるいは利用する個人も、企業も、そ  

の意識の変化ということを考えるとなかなか大変だということがあります。また、竹内先  

生の基調講演にありましたように、これからの日本の行く末にはさまざまな課題があって、  

そのあり方はよくわからないということがあります。   

このパネルディスカッションはそう．したことを受けたシンポジウムでして、いまお聞き  

になったように、いろいろな見方ができます。   

問題は非常にたくさんある。わからないと言いましたけれども、わかる部分も、幾つか  

はっきりしている部分もあるわけです。   

時間もございませんので、私はあえて皆様の意見を絞り込みもしなかったわけでござい  

ますけれども、21世紀という皆様の将来を考えるのに何かお役に立てるようなお話が一  

つでも、二つでもあれば幸いだったと思います。   

ちょうど時間になりましたので、パネルディスカッションはこれで終わらせていただき  

ます。どうもありがとうございました。  

〔拍  手〕   
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